
 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第

117 号。以下「PFI 法」という。）第７条の規定に基づき、市営分銅町・末広町住宅整備事

業を特定事業として選定したので、PFI 法第 11 条の規定により、特定事業の選定にあたっ

ての客観的評価の結果をここに公表する。 

 

  平成 30 年 7 月 23 日  

  西宮市長 石井 登志郎 
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「市営分銅町・末広町住宅整備事業」の 

特定事業の選定について 

 

第１ 事業内容 

１  事業名称 

市営分銅町・末広町住宅整備事業（以下、「本事業」という。） 
 

２  事業に供される公共施設の種類 

72 戸の市営住宅（附帯施設等を含む） 

 

３  公共施設の管理者 

西宮市長  石井 登志郎 

 
４  事業の目的 

西宮市（以下、「市」という。）は、市が管理する市営住宅の老朽化に伴い今後さら

に懸案となる安全性や居住性の問題、また少子高齢化といった市を取り巻く社会情勢

によるニーズの変化や効率的な維持管理への対応としての管理戸数の適正化の課題

等を解消することを目的とし、その一環として、「西宮市営住宅整備・管理計画（中

間改定）」に基づき、市営分銅町・末広町住宅（以下、「本団地」という。）の整備事

業を実施する。 

 

５  事業の概要 

本事業は、昭和 25年に建設された本団地内にある鉄筋コンクリート地上 4 階地下

1 階建 2 棟 48 戸の市営住宅及びその附帯施設等（以下、「既存住宅等」という。）を

解体・撤去し、本団地敷地（以下、「事業用地」という。）において、新たな市営住宅

及びその附帯施設等（以下、「整備住宅等」という。）の設計・建設等を行う。 

 
６  事業方式の概要 

本事業は、PFI 法に基づき実施するものとし、BT（Build Transfer）方式とする。 

本事業の実施に際して、市と事業契約を締結し事業を実施する民間事業者（以下、

「事業者」という。）は、事業用地内に存在する既存住宅等を解体撤去し、整備住宅等

の設計・建設等を行い、市に所有権を移転し、引き渡す。 

 

７  事業範囲 

本事業において事業者が実施する業務範囲は、次のとおりとする。 
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（１） 調査業務 

ア 測量調査 
イ 地質調査 
ウ 電波障害調査 
エ 周辺家屋調査等 
オ アスベスト含有材使用状況調査（必要に応じて実施） 
カ PCB 含有調査 
キ その他事業者が必要とする調査 

（２） 設計業務 

ア 基本設計 
イ 実施設計 
ウ 設計住宅性能評価の取得 
エ 設計段階における各種申請手続 

（３） 解体撤去業務 

ア 既存住宅等の解体撤去に関する設計 
イ 既存住宅等の解体撤去工事 

（４） 建設業務 

ア 整備住宅等の建設工事 
イ 建設住宅性能評価の取得 
ウ 建設段階における各種申請手続 
エ 化学物質の室内濃度測定 
オ 完工検査 

（５） 工事監理業務 

ア 既存住宅等の解体撤去に関する工事監理 
イ 整備住宅等の建設に関する工事監理 

（６） 入居者移転補助業務 

ア 入居者移転補助業務 

（７） その他の業務 

ア 完成確認及び引渡し 
イ 近隣及び団地住民対策・対応 
ウ 交付金・補助金等申請関係書類の作成支援 
エ 改修・点検方法の提案業務 
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８  事業者の収入 

（１） 市における支払い方法 

市は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 214 条に規定する債務負担行為に基

づき、事業者から提供されたサービスに対し、市と事業者との間で締結する事業契約

書に定めるところにより、契約期間にわたって、本事業の実施に必要なサービスの対

価を事業者に対し支払う。 

（２） 事業者の負担 

事業者は、市営住宅整備費及び移転補助等費を、（１）の市からの支払いがあるま

での間、負担する。 

 

９  本事業の契約期間 

本事業に係る契約期間は、事業契約の締結日から 2021 年 10 月 8 日までとする。 
 

１０  事業実施スケジュール 

本事業のスケジュールは、概ね下表のとおりとする。 

スケジュール 本事業の業務内容 

事
業
期
間 

2018 年 8 月上旬 入札公告 

2019 年 3 月頃 事業契約締結 

2019 年 4 月頃 設計、各種事前調査等の着手 

2020 年 6 月頃 既存住宅等の解体撤去及び各種申請等の行政手続きの完了 

2020 年 7 月頃 整備住宅等の建設工事の着手 

2021 年 4～9 月頃 入居者の移転補助 

2021 年 9 月頃 整備住宅等の引渡し（※） 

※整備住宅等の引渡しは、分銅町住宅・末広町住宅同時に行うこと。 
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第２ 市が直接事業を実施する場合と PFI 事業により実施する場合の評価 

１   特定事業の選定基準 

市は、PFI 法、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施

に関する基本方針」及び「VFM（Value For Money）に関するガイドライン」、実施方

針等に関する事業者の意見等を踏まえ、本事業を PFI 事業として実施することによ

り、整備住宅等の建替えについて、市自らが実施したときに比べて効果的かつ効率

的に事業が実施されると判断される場合に特定事業として選定する。具体的な判断

基準は次のとおりである。 
（1） 事業評価期間を通じた市の財政負担の縮減が期待できること。 
（2） 市の財政負担が同一の水準にある場合においても公共サービスの水準の向上

が期待できること。 
 

２  コスト算出による定量的評価  

（１） 評価の方法 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本

方針」及び「市営分銅町・末広町住宅整備事業実施方針」に基づき、本事業を市が

直接事業を実施する場合（PSC方式）と PFI事業により実施する場合（PFI方式）を比較

し、各方式における市の財政負担額について評価を行った。 

（２） 算出に当たっての前提条件 

本事業を市が直接事業を実施する場合と PFI 事業により実施する場合の財政負担

額を比較するにあたり、その前提条件を次のように設定した。 

なお、これらの前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の入札参加者

の提案内容を制約するものではなく、また一致するものではない。 
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市が直接事業を実施する場合 

(PSC 方式) 

ＰＦＩ事業により実施する場合 

（PFI 方式） 

算定対象とな

る経費等 

①調査費・設計費 

②建設費 

③解体撤去費 

④水道分担金 

⑤工事監理費 

⑥入居者移転補助費 

⑦起債償還及び支払い利息 

 

①調査費・設計費 

②建設費 

③解体撤去費 

④水道分担金 

⑤工事監理費 

⑥入居者移転補助費 

⑦起債償還及び支払い利息 

⑧アドバイザー委託費 

共通条件 

○ 施設規模           ７２戸の市営住宅の整備 

（附帯施設等を含む） 

○ インフレ率          ０．０％ 

○ 割引率            ２．０％ 

  設計・建設期間        約３年 

  起債償還期間         ２５年（据置３年） 

設計及び建設

に関する費用 

○ 市の過去の事例等を基に本事業

において整備する市営住宅を想

定し算定した。 

○ 設計・建設の一括発注による効率

化が図られ、また性能発注によっ

て事業者の創意工夫が行われる

ことによるコスト縮減を想定し、

算定した。 

資金調達に 

関する事項 

①起債 

②交付金・補助金等 

③一般財源 

①起債 

②交付金・補助金等 

③一般財源 

④自己資金／市中銀行借入金 
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（３） 算出方法及び評価の結果 

前述の前提条件を基に、市が直接事業を実施する場合の市の財政負担額と PFI 事

業により実施する場合の市の財政負担額を事業期間中にわたり年度別に算出し、現

在価値換算額で比較した。なお、事業者へ移転するリスクは加味（定量化）してい

ない。 

この結果、本事業を市が直接事業を実施する場合に比べ、PFI 事業により実施する

場合は、事業期間中の市の財政負担額が約 5.0％削減されるものと見込まれる。 
 

 市が直接事業を実施する場合 ＰＦＩ事業により実施する場合 

指数 １００ ９５．０ 
 

３  PFI 事業により実施する場合の定性的評価  

本事業を PFI 事業により実施する場合、市の財政負担額削減の可能性といった定

量的な効果に加え、次のような定性的な効果が期待できる。 

（１） 民間ノウハウの活用による良質な市営住宅の整備 

民間事業者が設計・建設を一括して行うことにより、市が直接整備する分離分割

発注や仕様発注に比べ、民間の企画力及び技術力が活かされ、良質な市営住宅の整

備が期待される。 

（２） 民間ノウハウの活用による財政資金の効率的活用 

加えて、民間事業者の事業に係るノウハウや創意工夫により、財政資金の効率的

活用を図ることが期待される。 

（３） 地域経済の活性化 

また、本事業を契機として、地元企業が積極的に参画することにより、地元企業

の競争力や企画提案力の強化、地域経済の活性化に寄与することが期待される。 

 

４  総合的評価  

本事業は、PFI 事業により実施することで、民間事業者の創意工夫やノウハウを活

用することが可能となる。この結果、定量的評価における市の財政負担額の縮減に

おいて約 5.0％の縮減に加え、定性的評価に提示した様々な効果が期待される。 

以上により、本事業を特定事業として実施することが適当であると認め、ここに

PFI 法第７条に基づく特定事業として選定する。  


